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港湾財政の問題点

I 港湾の経営形態

柴田銀次郎

(関西大学)

凡そ事業体の財政の現実は、その経営形態陀依存している。港湾

のように国陀より又各港Kより経営の体系と方式とが著しく異って

いる事業体について、不用意にその一般的左財政の在り方を論ずる

ととは危険である。

港湾のうち、貿易港はわが国の政治対象として国家的存在である

と同時陀国際的存在であるという考え方が支配的であった。すえとわ

ち、わが国のような諸外国K遥かに遅れて経済的左らぬ政治的動機

陀よって港を聞いた固にあっては、開港の当初から国の営造物とし

てのみとれを取扱い、教育施設や公道などと同じよ う陀、港湾の建

設、運営についても、採算を無視した財政方針がとられて来た。従

って、政府のとった港湾政策は終始一貫 して船、貨、客三者の出入

国上の保安取締りと徴税の場としてのみとれを見、その経済的機能

については従属的忙しか考慮され左かった。

政府の支配力が民意を圧倒してなり 、従ってその行政力も国民の

経済活動より強い時代にあっては、民間の業者は貿易港の直接の管

理庁であった税関の指示K従つてのみ港湾活動が許されていた。当

時といえども港湾活動陀従事していた業者は無数であって、戦時中

は至上命令陀より作業会社一本K集約されて政府の統制に服してい

たけれども、それ以前は港内陀沿いてそれぞれ経済活動を行つてな

り、税関はそれら活動の自由性を一定の規準K従って拘束していた。

とのような経営形態Kあっては、港湾は国営事業であれしかもそ

の経営は公益を目標として、財政は収支を超越した国家のサービス

経費であるに過ぎなかった。
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しかるに、昭和 25年港湾法が布かれてからは、各港湾には管理

者が指定され、各港湾管理者は、その港湾の関係者をもって組織し

た委員会を主体とする港務局か、又はその港湾を包摂する地方公共

団体である。いずれにせよ、国の支配を離れて地方的K管理運営す

る体制と在った。とれは主として当時の風潮であった民主化急転換

の思想陀基盤を置く政治の現われではあったけれども、今日から考

えて見れば、その後にお‘ける国民経済の急ピッチの回復と外国貿易

の未曾有の発展速度Kマッチする措置であったといわ左ければ左ら

ない。す左わち、今日見るような各港の膨大在、かつ複雑化した輸

出入貨物を円滑に処理し、又各港の経済活動がそれぞれ特殊化して

各港が区々の性格売帯びるように在って来たため、千遍一律の国家

行政では到底これらを管理することは無理であると思われるからで

ある。各港はそれぞれその特殊性陀即した経営方法Kよるととが、

その港の発展を期し得る所以であり、又ひいては国民経済の成長K

順応する所以だからである。

財政の面から港湾を分類すると、部属港と独立港とに分たれる。

音l覇港というのは、自治経営体の一部局として運営されている港湾

であって、都道府県市町村などの地方公共団体又は会社の一部局と

して運営され、経費は各自治経営体の一般財政Kよって賄われてい

る港湾である。わが国の港湾の大部分はとれに属する。独立港とい

うのは、独立採算の建て前を以って経営されている港であって、た

とえ地方公共団体の一部局であっても、多くの交通事業や水道事業

のよう陀、独立財政の下に独自の収支採算をとっているときはとれ

K属する。一応は独立財政の形式をと b、収支不均衡のとき当然の

措置としてとれを包摂する自治経営体からの繰入金陀よってとれを

補損している港は、部属港と独立港との中間的性格であって、わが

国の重要港湾の多くはこれK属する。港湾、法の規定Kよる港務局管

理の港湾は、法的Kは独立港であるけれども、わが国のそれは財政

の面からいうと独立採算をとり得る段階には未だ達してい念い。経
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費は関係自治体の分担金によって賄われているのが実情である。わ

が固にはとの局営港は、新居浜港と洞海港とのこつだけである。又、

県市協同の管理組合陀よって管理されている港(名古屋港)も矢張

り法的Kは独立港といえるけれども、現段階では局営港と同じく、

財政的Kはまだ独立することは困難左立場にある。
港湾、は既陀完全なる経済的存在である。港湾活動の大部分は経済

的性質のものであり、営利を目的とする各種の企業の収益の場と念

つてなれ管理者は純粋陀経済的根拠Kよる収入を主たる財源とし

てその管理する港湾の経営陀当っている。税関、海運局その他の政

府の出先機関は、今日は港湾経営忙なける従属的存在であって、船

舶の発着、貨物の積卸、蔵置、輸送が港湾活動にお、ける根幹と在っ

ている。徴税、公安、調整等の公益事務は一切が根幹たる港湾作業

あつての存在である。

とのよう陀現実を見て来ると、港湾が本来あるべき経営形態陀つ

いて考える必要がある。港湾、特に重要貿易港は既にその経費の財

源として各種の港湾使用料、サービス料等の収入をもち、港によっ

ては少くとも経常費をカバーする程度K達し、時には後者を超過す

るまでK至っている港湾もある。文、たとえ、経常収支はマイナス

であっても、経営がよろしきを得ば収支均衡を保ち得る港湾も少く

ない。外国Kは収益を目的とする私営港もあるけれども、わが国で

は収支均衡を理想、とする公企業乃至は公共企業としてとれを経営す

るととが最も理想的な形態では左かろうか。何時までも非企業的念

存在では港湾そのものの開発、整備も十分でなく、かつ海運、貿易

利益の半ば以上を収めている外国船会社と外国商社と陀、徒らK奉

仕するとととも左りかねない。わが国の港湾料金が外国陀比べると

著しく低い事実はこれを裏づけている。それならばもし、わが国の

港湾が独立採算の建て前をとり、独立港として経営される場合、そ

の財政はどのよう左性質であるべきであろうか。換言すれば、わが

国の港湾がどのような財政措置をとった左らば、その独立性が実現
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できるであろうか。現在の問題はこれであるo

E 資本的経費と経常経費

凡そ港湾事業忙なける経費は、他のあらゆる事業の場合と同じく、

資本的経費又は臨時費と運営費又は経常経費とに分つことができる。

資本的経費陀は不動産的左恒久施設K対するものと動産的左運営設

備K対するものとがあり 、更に前者Kは土地、突堤、岸壁、上屋、

倉庫、鉄道、水道、 ドック等のようK、その利用者から直接K使用

料を徴収できる施設と、防波堤、水路、橋、道路左ど無料公開され

ている施設とがある。後者は、とれを例えばホテノレvcÌ>~けるロビー 、

廊下のようまものであって、 有料施設K附帯してなり 、 それ~く し

ては有料施設を円滑、便利K刺用できない性質の施設である。運営

設備はクレーン、エレベータ 一、 曳船、ブイ 、はしけ左ど主と して

荷役機械であって、利用者自身の所有運営K属するものもあり、管

理者が所有運営しているものもある。これを刺用するものはその運

営者K対して一定の使用料を支払わなければ左らない。

運営費又は経常経費Kは、一般経費と事業費とがある。一般経費

は港陀よっては一般管理費なる名目にしているととろもあ b、管理

事務費、人件費、募債費等を含み、事業費は港湾活動の主体たる諸

事業を遂行する上の諸経費であるが、との中には港湾労務者K対す

る福祉厚生施設の運営費をも含んでいる。

これら経費K充つべき財源は、従来多くは資本的経費も経常経費

も区別する ζ となく 、只支出総額K見合うよう歳入を計るというの

が現実であって、歳入Kは国庫からの補助金、管理母体である県市

等の一般会計からの支出金、市債等のいわば臨時収入を多額K計上

した予算を以って充当するという、経営原則からいえば甚だ変則的

な措置陀よって毎年の収支均衡を計っている。ただ し、 港湾Kよっ

ては上屋、はしけ等各事業毎に収支を明らかKし、又採算を計って

いるととろもあるけれども、とれも畢寛多くの場合は県市議会陀対
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する予決算報告の程度K止まり、港湾事業経済の総合採算を計り、
更に進んで各事業忙ないて十分左余剰を待て港湾経済全般を支え、

事業経済を港湾財政の主柱であると認識しているというよう陀見られ念い。

凡そ港湾経営の自主性を確立しようとする衣らば、その経常費は

港湾事業から得る収入を以って十分陀補い得る程度の財政状態で在

ければ左ら念い。との経常費Kは資本的経費K伴う利子、年賦償還

金等をも含むべきである。海外になける港湾、殊Kアメリカ合衆国

の港湾にはとの理論陀叶う経営状態のものが決して少く左い。特医、

アメリカ合衆国忙なける外国貿易地帯の設置Kは、設置後一定年限

を経過後は独立採算ができるというととを条件として始めて認可す

る方針をとっている。しかのみ左らず、アメリカ合衆国は主導権を

握っている全米州の港湾陀対して自治港庁 (PortAuthori ty)の

下K経営すべきととを勧告し、港湾財政の独立を強〈要望している。

す左わち、 195 9年 6月22日から 5日間(rLBりウノレグアイのモ

ンテビデオで開催された「米州国際経済社会機構J(Inteト加le-

rican Economic and Social Organization of ~rican 

States) の総会忙ないて、 各国の港湾陀自治港庁を設置すべきこ

とを決議し、その条件として、

1. 港庁の使命は能率性と経済性とをもって港湾利用者、す左わち

その港を利用する荷受入、荷送人、船客b よび船舶に奉仕しなけ

ればなら念い。(註・公共事業として経営すべき意味。 The

mission of the Port Authority should be to serve 

with efficiency and economy the users of the ter-

minal， that i s the consignees， shippers， passen-

gers and vessels which use the port.) 

2. 港庁は独立採算たるべきである。 (ThePort Authori ty 

would be self-supporting.) 

3. 港庁は独立採算を効果的K達し得るよう陀使用料なよびその他
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の賦課を定めるべきである。(ThePort Authority would 

ロ~ke its tariffs and charges to enable it， effi-

ciently， to be self-supporting.) 

す左わち、港湾、は独立採算を旨とする公共事業体である港庁Kよ

って経営さるべきことを要請し、このため陀はその財源、を ζの方針

陀適合するよう K設定さるべきものと決議している。

わが国の港湾法陀ないても、本来の港湾管理者として営利を目的

としない公共事業体である港務局を規定している。そして、港務局

がその業務を行うためK要する経費(港湾工事K要する経費を除o
は、その管理する港湾施設等の使用料及び賃貸料並びK港務局の提

供する給水等の役務の料金その他港湾の管理運営K伴う収入をもっ

てまか左わ左ければならない(港湾法:t2 9条) と規定して、独立

採算を要請しているよう K見える。しかし又、損失を生じたときは

その港務局を組織する地方公共団体がこれを補填すべきととも定め

ているので(才 31条)、 必ずしも純粋K独立採算の自主経営体と

も思われない。殊陀現実には、港務局を設けている港湾は前記のよ

うK二つしかなく、他はすべて港湾法:t33条乃至方 36条 K規定

する経過的左管理者としての地方公共団体自身によって管理運営さ

れている。そのため、益々自主自営制から遠ざかった港湾の経営形

態と左っている。

わが国の各港湾の財政実態から見ると、次に掲げるように、港湾

法才29条の規定する程度の収支均衡(港湾料金等の経常収入を以

って経常費を賄うこと)を期待するととは、必ずしも不可能ではな

い状態を示している港もある。故に、どの港も経営方法さえ宜しき

を得ば、との意味の収支均衡を達する ζ とはさして困難なととでは

ない。
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単位1.0 0 0円

1 2 8 4 日 6 7 10 11 12 

函館「市〉 青森(市〉 新潟f県〉 川崎ぐ市〉 横浜ぐ市〉 名古屋係E 大阪(市〉 神戸(市)I lfOO (市〉可関 門司(組〉 博多(市〉 洞海ぐ局〉

支 出

1. - 般 港 湾受 31.1)88 21.227 23，819 94，0 !'i6 4!'i 7，412 !'i 45，0 42 2 11.!'i 3 6 3 !'i 9，13 8 43.121 79，840 !'i4，402 

2. 港 湾事 業 費 14.763 90.347 143，229 49.498 91.427 270，807 465，161 274，124 6，!'i 6!'i 7.493 74，23 !'i 

3.港 湾 整 b育 費 63，l!'i !'i l.!'i 8 7 477.784 6 7，!'i 39 2.'120，496 109.719 36.201 1 !'i2.8 6!'i 61，063 463.186 
4. 建 設 費 29.161 483.349 740.689 8.!'i94063 1.1!'i 2.3 21 1186.824 318.201 435，720 

5 そ の 他 30，206 27，318 412，827 1 !'i8.06 6 421.161 211.821 1 !'i 8.0 6 6 148.428 138.640 !'i 1.1!'i 1 

支 出 i口h 140.112 169，640 644.832 1.107，269 1.447，!'i94 12，!'i !'i1.!'i69 676.697 2，107.123 313，214 670.1 0 8 789，498 !'i 68.7 39 

収 入

1.使用料・手数料 35，289 21.12!'i 28.329 123，!'i84 238.028 447，!'i80 !'i17.628 727，083 23.949 45，728 98，669 66，089 

2. 財 産 収 入 。12.8 !'i4 2，812 38 9，!'i8!'i 2.989.000 184，321 126.!'i21 81.000 308，082 。
3.国 庫 支 出 金 18，618 10.8!'i 3 1 !'i 3，814 35，!'i13 83，1!'i !'i !'i37.649 120.271 12，233 62.678 36，316 61，049 

4 市 債 34.000 94.200 。 70，000 615，233 2，915，000 623，962 149，000 116.000 168.000 。
5 繰 入 金 !'i 1.49 8 30，O!'i !'i 8.000 291.802 175.03 !'i 738.479 200.374 497 。 !'i5，0 00 417，99 !'i 
6. 寄附金・負担金 !'i 9 0.342 34，781 110，8!'i 7 6，485，8!'i !'i 460 78.7 !'i2 6.41 !'i 112，617 6，169 13，961 

7. 雑 収 入 706 49，443 122.399 49，743 7，296 48.036 1.618 279，732 69，30 !'i 17.192 

8. 繰 越 金 。 218.!'i11 1.8 !'i 6，067 308.64!'i 16，889 。 !'i6，!'i !'i9 。
9. そ の 他 !'i !'i3 47，280 39，639 1.832 105，489 

収 入 iロ込 言十 140，112 169，640 83 O.!'i 77 1.2!'i2，8 !'i8 1.3 46，!'i 39 16，019，373 709.70 !'i 2.1 0 7，123 337.122 697，7 !'i!'i 798.100 !'i 7 6，286 

港湾運営費 K対する

経常収入の比率ぐ%)

収入 1. x 100 
x! 

I 75.!'i 18.9 17.0 86.1 43.4 !'i4.9 76.!'i 114.8 74.6 903 64.0 121.!'i i 
支出 1. + 2. 

E 収入 1. x 100 32.11 18.6 4.4 !'i8.!'i 
支出 1. + 2. + 3. 43.4 12.6 67.6 97.8 35.0 22.!'i 45.8 

樹 一印は他項目に含む、文は不明。

f市〉は市管理、(県〉は県管理、(組)は組合管理、 ぐ局〉は港務局管理。

×印は支出一般港湾費のみ計上。

大阪は埋立費を含まず。新潟は整備費(3)の中K建設費(4)を含む。

. . 
ー タ e 

一.
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E 港湾、の自主経営への途

問題は資本的経費の財源陀ついてである。資本的経費には巨額の

資本を要して到底経常収入では賄え左いものと、経済ベース陀乗り

経常収入で賄い得るものとがある。前者の例としては、防波堤、水

路、橋、 道路のよう念無収入施設の建設費が典型的~ものであり、

突堤、上屋、倉庫等も有収入施設であっても、一時K巨額の資本を

要するものの建設費は、経常収入だけを以ってしては賄い得ないの

が普通である。このため、港湾法忙ないては、港務局必よび地方公

共団体にとのための債券の発行を認めている(才 30条)外K、重

要港湾(政令で指定)の一般公衆のための港湾工事については、そ

の建設費は国と管理者とが折半負担するととと左つてなれ避難港

はとの比率が国 75 %、管理者 25%の負担と定めている(才 42 

条)。との外、重要港湾の臨港交通施設、地方港湾の港湾工事につ

いては国が予算の範囲で補助金を支出するとともできる旨の規定も

ある(才 43条〉。す左わち、港湾の資本的経費(但し、無収入施

設と突堤、岸壁のよう在外かく施設なよび繋留施設の建設改良費〉

は、固と管理者とで負担する建前と在っている。

しかし、前K も述べたように、港湾特に貿易港は経済的存在であ

るから、とれを利用して営利を得ている業者が無数にある。とれら

港湾の直接受益者は、事業税を都道府県に支払っているけれども、

港湾管理者は必ずしも都道府県では左く、重要港湾の管理者Kは多

くの市が含まれている。市は事業税からは何等の恩恵K浴してい左

い。又、たとえ府県が管理者である場合も他府県又は外国の業者で

その港湾を利用するものからは事業税を取るととはできない。故K、

港湾の直接受益者も、国税、普通地万税の形で支払う間接負担の外

陀、直接K建設費の一部分を負担するととが妥当であろう。との直

接負担の形式は、港湾料金の構成要素として経常経費と共K資本的
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経費の一部を配分することである。しかも、それは各種料金の対象

である個々の施設に直接関係する個別建設費償却の意味にないてで

は左〈 、防波堤、橋、道路等の所謂無収入施設の建設費の管理者負

担額をも償却し得る程度忙ないて、受益者kてこれを負担させるとと

は決して不合理ではあるまい。問題はとの負担配分率であるが、と

れは現実陀基づいて算出すべきである。

かく て、港湾になける建設改良費の負担者は、国(す左わち国税

支払者〉 、管理者(地方税負担者)なよび直接受益者の三者となる。

前二者Kついては既陀述べたよう K港湾法忙訟いて一定基準が設け

られてお、れ実際Kは国と管理者との交渉Kより、法規定の分担率

通9VCはなってい乏いけれども 、兎K角二者分担は実現されて来て

いる。しかし、各地方公共団体の財政は、との分担額の支払Kはい

ずれも苦悩してなり 、況んや港湾経営に自主性をもたせ、完全左独

立採算を実現するには程遠い実情Uてある p ととK港湾、経営の理想、の

形態として自治独立を期するため陀は、或る程度の抜本的施策が必

要である。現状の港湾経営の下忙ないて、 もし独立採算の体制K移

ろうとするならば、現在の財政事情について次のよう左措置をとる

必要があろう。

1. 資本的経費のうち、港湾の建設改良費は国と管理者と原則的K

は 50 %ずつ分担するととに左っているけれども、現実陀は 4対

6、又は 3対?のよう K、多くの場合管理者負担の方が多〈左っ

ている。 との分担率は工事K対する要望が地方K強いか、固に

強いかで定まるようであるが、貿易港の場合は地方の要望即ち国

の要望と見るべきであるから、 との現実の比率は逆陀固に重く し

て管理者の負担を軽減すべきであろう。無収入施設については特

陀との必要がある。

2. 港湾管理者の分担額は、多く公債又は借入金を以ってとれK当
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て、国が指定ーする期間なよび利率Kよってとれを償還するととに

左っている n 償還期間は多くの場合陀一律VC2 0年であるが、突

堤、防波堤などの建設Kは時Kは 10 0億を超え、文耐周年限も

5 0年以上Kも及ぶものがあるから、 20年の償還期間は短きK

失し、もしも独立採算の自主自営ならばとれを少くとも 40年K延

長する必要があろう。原則的医は、その港湾の年間経常収入の10

¢の範囲K償還金を止め得るよう 、分担金、償還期問、利率を定

めることが望ましい。

3. 港湾経費の財源の主たるものは、管理者が運営寸る諸施設の使

用料診よび諸サービス料である。凡そ、港湾料金はその大部分が

民間会社の収入と左るものであって、管理者収入と在るものは管

理者が設置し運営 している施設だけである。とれK関する神戸港

陀なける実情は次表の示す通りである。

故花、管理者収入の増加を計らんとする左らば、先ず管理者は有収

入施設を増設し、又は新たな事業を興すに如くはない。しかし、港

湾法才 13条陀より、私企業の公正左活動を妨げるよう念事業を営

むととは禁止されているから、新規事業Kついては自ら制限がある。

有料倉庫の建設の知きは最もこの法K触れ易い事業であるが、特に

不況であるときを除き 、多くの場合K各港湾では倉庫不足K悩み、

との結果として神戸港のように「上屋の倉庫化」という現象さえ生

じて来ている。故に、営業倉庫と競争し衣い範囲での倉庫の運営な

らば許さるべきであって、この点は研究を要する。しかし、との法

規K関係のない施設、特K突堤、岸壁、上屋、野積場、荷役機械、

ブイ等の施設は大K増設して、その収入を計るべきである。
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船積閣係主要料金

(神戸港・経岸荷役雑貨1トン当.b)樹

種 Bリ 料 金 、 左のうち管理者
の徴収するもの

倉 入 オl 料 140円 一円

上 屋 保 管 料 10日保管と仮定220 28 
貨
検 量 料 !i!i 

物 局a.. 出 し 料 140 

関 横 持 料
割増 42
10!i 

係 突 堤 積 料 !i30 

料
船積貨物取扱手数料 2!i0 

金
船 内 荷 役 料 168 

フォアマン.ウオYチマン料等 若干

通関(包括〉手数料 ( 1回 1，!i00)

言十 1，6 !i0 28 

水 先 料 5 
船(
綱 料

舶若
取 2 

関一 岸 酷=主主 使 用 料 1!i 1!i 

ν日、〉ト/ ヲ| 船 料 18 18 

料K ト ン 税 20 

金要 特 月リ ト γ 税 2!i 

言十 8!i 33 

合 計 ( 1 0 0%) 1.. 7 3 !i円 (3.!i%) 61 円

樹 本表は神戸市港湾総局管理部Kて調査したもの。

管理者の徴収ナる上屋使用料は平均在庫日数が長いため、実績は80円程

度である。

船舶関係料金は下記の仮定のもとに算定した。

船舶総トン数〈平均)7，000トン 船舶純トン数(平均) 4，!i!i0トン

積卸貨物(平均)1，800トン 繋留日数(平均) 2.!i臼

入出港とも曳船各1隻使用
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4. 屯税はわが国では国税となっている。とれKは、従来から設け

られている屯税の外陀、近年は「特別屯税」を謀するととに左っ

ている。前者即ちいわば普通屯税は、国の歳入として関税と共陀

一般会計K入るけれども、特別屯税は目的税の一種で、港湾の開

発改善のため陀使われる税である。しかし、屯税なるものはもと

もと入港税であって、その港湾だけに関する公課であるから、外

国ではその港の重要左財源、と在しているととろが少〈念い。特別

屯税はいずれ港湾事業陀還元されるとしても、屯税そのものが昔

日の「国の営造物」時代の遺物的観念K基づくものであるから、

現在の意識からすれば当然、K各港の専属収入とすべき性質の公課

であろう。

5. 事業税が都道府県税陀なっているため、港湾を収益の場として

営んでいる業者の事業税は直接陀港湾の財政に寄与すること陀左

らない場合がある。す左わち、市が管理する港湾Kなける場合が

ζれである。業者は管理者施設陀対する使用料支払という形では

寄与してはいるが、管理者施設を使用し左い業者も甚だ多い。故

に、港湾諸企業陀対寸る事業税は一般事業税から分離してとれを

管理者歳入とすべきでは左かろうか。

6. わが国の全港湾を通じ、使用料、サービス料等の港湾料金が海

外陀比べて著しく低いということは世界陀知れEっている事実で

ある。個々の使用料についての比較は、その内容が多少異るとと

ろから困難な点もあるが、大まかな点はと〉陀掲げた表で知ると

とを得るであろう。
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港 湾料 金比

香港 氏/ガォ←ル マニフ コロンボ

1.入港税「屯税〉 1 n.r.t. なし ~ し 4flー

Port dues (英〉

E弘rbrurdues (カナダ〉

T佃 lage血es(マニラ〉
オ」スト
ぐラリア 〉

Tonnage t ax (米〉

2.碇泊料 開OOtonmoo-18Moo- 3，600一 37.044ー

b勧~irg rates } 香港
級船2僻
品吹っき

ABCTM3mgec 

Side叶:arfage}
Bertl昭 e' } (カナタ〉

{RE云drkqugerCsハerワvイi白〉 clmzgf 

(ハワイ〉

Tormage ra tes (豪〕

対larfage(γγヵ京一ノレ〉

3.岸壁使用料 k貨っ物きltQ1 料金表

Top吋larfage(カナダ〕
C普通貨助

W:arfage (その他〉
を含む

、

4.曳船料 材合問00 11.681-
ton級1隻
ltugにつ
き執務時
間内

5.プイ使用料 日OOton
級 24硝

一一一
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較表 ( 1 9 6 1年)

メルボノレン シドニー シアトノレ Iサンフラ ロスァγ ホノルノレ ノミンクー 神戸
ンシスコ ゼルス ノ、.・一ー

2 O.16 20.16 念し 21.盟 21.00 21.60 10.92 18.OC 

外VCl隻κっき 間関手数
料 1加。盟 年目回 3四分

まで有効
年K有て効I 

18，日00ー 23，600- 21.276一 19，620ー 13，!iOOー 39，60()-卜っ長き11f0t姐V亡Y、 7，!iα)-

48，伯ト
5000gd. 
=1却m
と仮定

f出〉 料金表 163.80 288.00 料金表 216.00 163昇。 1.!i() 
ree (出〉 平 均

〈入〕 20並-147盤 190.00 
33624 (入〉

叫.3!i-30024

26，23ひ一 27，000一
但21し6主0埼()-間 36，400一 1700ト

但1時間

ll，37!与一 2，2日ト



-49-

凡そ、港湾料金の如き公課は、低いからといって貿去の促進陀左

るというほどのものでは左〈、又高いからといって輸出を妨げるほ

どのものでも念い。それほどに商品原価陀対しても、海上運賃K対

しても軽微左負担であるK過ぎない。故K、とれを或る合理的左線

まで引上げて港湾経営K寄与させるととは、政策としてあ左がち無

理では念かろう。抑々、現行の使用料の多くは、概ね非合理的要素

で形成されている。すなわち、伝統で定まっているもの、国内他港

を真似て定めたもの、或いは業者の圧力Kよって定まっているもの

念どがとれであって、ーとして港湾の自主経営を目標に定めたもの

はない。たまたま原価計算方式で定めた使用料があっても、その目

標は単に個々の施設の原価償却陀あって、港湾一般の管理費や無収

入施設の建設費支でも分担させる意義は含まれていないp これをど

の点まで引上げ得るかということは、その最低の線としては新設原

価ではあるが、次の諸点を考慮の上定めるべきである。

(1) 貨物の輸出入価格と海上運賃K対する影響度

ζ の点Kついては既VCI港湾の経営とその財政問題J (昭和 36 

年 3月・国際経済研究方 11号)、なよび「神戸港忙なける荷役経

済の研究J(昭和 38年 1月。神戸大学経済経営研究所発行〉にな

いて具体的に論じているのでと Lでは省略する。

(2) 港運業者の経営維持力

とれを測定することは極めて困難である。港湾公課の引上げに対

しては、程度の如何にかかわらず、常K一斉K反対の声を揚げるけ

れども、とれは業者として当然のととであって、何時如何左るとき

でも、文誰でも謀金引上げについては反対の意をもっととは当り前

である。殊花、業者の経営状態は千差蔦別であって、十分余裕りあ

る経営を行っている会社、然、らざるもの念ど雑多であり、どれを標

準経営とすべきかを見定めるととは全く困難である。しかし、凡そ
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公共料金左るものは業者の経費のうち優先を在すべき性質のもので

あり、荷役料その他の収入料率を定める場合医、その原価として常

数的地位を占める経費であるべきである。前表に示した船積関係、主

要料金陀関する数字を見ればわかるように、民間業者K入る荷役料、

サービス料K比して管理者収入と在る部分が如何に低いものかは明

瞭であろう。公謀、使用料を或る程度引上げ、とれを荷役料陀織込

んで、しかも経営維持困難を訴える業者がありとすれば、その業者

は他の経営面にないて不備左点があるものと見られでも仕方が左い。

実際には、折衝によって業者の納得する線を出すより外陀途がまい

というととに在る。

(3) 貿易港が国際的存在である以上、港湾料金Kついて国際的陀

考慮すべきととは重要である。実際料金の国際比較表を前に示した

が、 ζのようKわが国のみが低率であるととは、一面からいえば船

会社や荷主が同ーの条件にあるに拘わらず、外国港では高率の港湾

料金を甘んじて払い、わが国港湾では低率の料金しか支払わないと

とK左り、わが国の業者K対しては ζれでも貿易海運の振興策のー

として考えられないととも乏いが、とれと競争相手である外国の業

者をも同じように保護している事実を指摘しなければ左ら左い。各

国とも航海通商友好条約陀沿いては常K相手国の船と貨物と K対す

る無差別待遇を規定してなり、又港湾法でも不平等取扱禁止を規定

(港湾法方 13条 2項)しているから外国船、外国貨物陀苅して差

別ある料金を課するととはでき左いσ 故花、一般的に少 くとも外国

の港湾料金陀近い線まで引上げるととは、国際経済の立場から見れ

ば不当とは思われない。




